
令和８年度（2026年度）版

高校生の「授業料支援制度」
が新しくなります。

大切なお知らせ

高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃され、
多くの方が授業料の支援を受けることができるようになりました。

申請手続きが必要です。支援を希望される方は、学校からの
案内に従って、申請手続きを行ってください。
※なお、一部対象外となる場合もあります。

ｃ

以下の支援制度で新たに高等学校等の学びを支えます。

高校生等への修学支援 検索

文部科学省のwebサイトには、制度の最新・詳細情報などを掲載しています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

授業料の支援

高等学校等就学支援金【新制度】
世帯年収に関わらず高等学校等に通う日本人等の生徒を対象に、授業料を支援する制度です。

（参考）授業料以外の支援

高校生等奨学給付金
教科書費、教材費など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金制度です。
詳しくは、高校生等奨学給付金のリーフレットをご確認ください。

本制度は、家庭の状況にかかわらず、すべての意思ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつ
くるため、その授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。

社会全体の負担により、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境を整備し、生徒の学びを支
えることを通じて、将来、我が国社会の担い手として広く活躍されることが期待されています。

※日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。
※高等学校等就学支援金【新制度】が対象外の方についても、授業料の支援制度があります。

高等学校（全日制・定時制・通信制）、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、

専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、海上技術学校

対象となる学校種は次のとおりです

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
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高等学校等就学支援金【新制度】
高等学校等就学支援金について

令和８年度（2026年度）から高校生の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。返済は不要です。
申請後、日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件が認められ、受給資格を得ると授業料に対し高等学
校等就学支援金が支援されます。

支援額の例
（支給上限年額）

生徒等の在留資格に関する要件

国籍・在留資格等の要件

※ お住いの都道府県によって必要書類が異なる場合があります。
※ 高等学校等（外国人学校を除く）とは、高等学校（全日制・定時制・通信制）、中等教育学校（後期課

程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各
種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、海上技術学校

申請方法

【オンライン申請】
e-Shienにおいて、オンライン申請が可能です。学校から配布されたログインID通知書を参照の上、申請を行

ってください。※ 学校・学校の所在する都道府県から別の案内がある場合は、その指示に従ってください。

学校により、高等学校等就学支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付
する場合があります。なお、経済的に困難な家庭に対しては、授業料徴収の猶予措置等を利用できる場合
もあります。詳細は学校へお問い合わせください。

公立 私立

高等学校等就学支援金

学校または都道府県へお問い合わせください。

https://www.mext.g
o.jp/a_menu/shotou/
mushouka/1292209.
htm

https://www.mext.go
.jp/a_menu/shotou/
mushouka/1292214.
htm

日本国籍の方用

国立高校（全日制等）：11万5200円、私立高校（全日制等）：45万7200円
公立高校（全日制等）：11万8800円、私立高校（通信制）：33万7200円
※ 学校種により異なります。

高等学校等（外国人学校を除く）※に在学し、

日本国内に住所を有する者のうち日本国籍を有する生徒等

お問い合わせ
について

支給上限額

年収目安

45万７200円

【所得上限なし】
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高等学校等就学支援金【新制度】
高等学校等就学支援金について

令和８年度（2026年度）から高校生の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。返済は不要です。
申請後、日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件が認められ、受給資格を得ると授業料に対し高等学
校等就学支援金が支援されます。

支援額の例
（支給上限年額）

生徒等の在留資格に関する要件

国立高校（全日制等）：11万5200円、私立高校（全日制等）：45万7200円
公立高校（全日制等）：11万8800円、私立高校（通信制）：33万7200円
※ 学校種により異なります。

国籍・在留資格等の要件 必要書類

高等学校等（外国人学校を除く）※に在学し、日本国内に住
所を有する者のうち日本国籍以外の方で、以下の在留資格等
を有する生徒等
①特別永住者 ②永住者 ③日本人の配偶者等
④永住者の配偶者等
⑤定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑥家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高
校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

生徒等の以下のいずれかの書類
・住民票の写し（原本）
・特別永住者証明書の写し（コピー）
・在留カードの写し（コピー）

（家族滞在は以下の書類も提出）
・日本の小学校及び中学校の卒業証書
の写し又は卒業証明書

※ お住いの都道府県によって必要書類が異なる場合があります。
※ 高等学校等（外国人学校を除く）とは、高等学校（全日制・定時制・通信制）、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学

校（1～3年）、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、
海上技術学校

申請方法
【書類申請】

受給資格認定申請書に生徒本人の上記記載の必要書類を添付して学校に提出ください。
※ 申請書等は、学校・学校の所在する都道府県からの案内や指示に従ってください。

学校により、高等学校等就学支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付
する場合があります。なお、経済的に困難な家庭に対しては、授業料徴収の猶予措置等を利用できる場合
もあります。詳細は学校へお問い合わせください。

日本国籍以外の方用

支給上限額

年収目安

45万７200円

【所得上限なし】

公立 私立

高等学校等就学支援金

学校または都道府県へお問い合わせください。

https://www.mext.g
o.jp/a_menu/shotou/
mushouka/1292209.
htm

https://www.mext.go
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お問い合わせ
について
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High School Tuition Support Fund
【New Program】

①National high school (full-time course, etc.): ¥115,200
②Public high school (full-time course, etc.):¥118,800
③Private high school (full-time course, etc.): ¥457,200
④Private high school (correspondence course): ¥337,200 
※ Varies depending on school type

About High School Tuition Support Fund

Starting FY 2026, the criteria has been expanded for households eligible to receive grants to cover high school 
tuition fees that do not need to be repaid.
After applying, if you have a residence in Japan and meet the requirements regarding nationality, 
residence status, and other criteria, you will be eligible to receive the High School Tuition Support grant.

Grant Amount 
Example

（Maximum annual 
payment）

Requirements on Student’s Residence Status and Others

Requirements on nationality, residence status, etc. Required documents

Students enrolled in high schools or similar institutions 
(excluding international schools)*, who reside in Japan, do not 
have Japanese nationality, and hold one of the following 
status of residence:
① Special Permanent Resident; ② Permanent Resident; ③ Spouse or child of Japanese 
    national; ④ Spouse or child of Permanent Resident
⑤ Long-term Resident who intends to live in Japan permanently in the future
⑥ Dependent who meets requirements (those who have graduated from elementary 
     school and junior high school in Japan, and intend to work and settle in Japan even 
     after graduating from high school or similar institution)

One of the following documents for the 
student:
・Copy of Residence Certificate (original)
・Copy of Special Permanent Resident Certificate
・Copy of Residence Card

(Dependents must also submit the following documents)
・Copy of Japanese elementary and junior high school 
    diploma or Graduation Certificate

※ Necessary documents may vary depending on the prefecture where you live.
※ High schools or similar institutions (excluding international schools) refers to high schools (full-time, part-time, and correspondence courses), 
    Secondary Education Schools (upper division), Special Needs Education Schools (upper secondary department), Colleges of Technology (years 1–3), 
    Specialized Training College Upper Secondary Course, Specialized Training College General Course, Schools that offer training programs for national 
    qualifications (those that require junior high school graduation for admission), Colleges of Maritime Technology.

Application Procedure
【Paper application】

Please submit the Application for Eligibility Certification to the school along with the required documents listed above for the student.
※ Please follow the guidelines and instructions provided by the school and the prefecture where your school is located regarding the 
    application form and other materials.

Depending on the school, tuition may be collected prior to the final decision on the High School 
Tuition Support Grant, with the equivalent amount refunded at a later date. Additionally, 
households facing financial difficulties may be eligible for measures such as a deferral of tuition 
payment. Please contact the school for details.

Public Private

High School Tuition Support Fund

Please contact your school or local government.
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Contacts

Max. annual 
payment

Estimated 
household income

¥457,200 

【No income restrictions】
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